令和７年度第４回米子市地域公共交通会議　議事録
令和８年２月２０日

米子市総合政策部交通政策課

１　開催日時　令和８年２月５日（木）　午後１時３０分から

２　開催場所　米子市立図書館　２F多目的研修室

３　出席者（敬称略）

　　　委　員：加藤委員、遠藤委員、小笹委員、澤委員、酒本委員、宮本委員、竹本委員、奥田委員、河本委員、小森委員、新井委員、建部委員、福原委員、中村委員、桂委員代理、角田委員、塚田委員、石原委員

　　　事務局：戸﨑係長、八田主事

４　日　　程

１　開　　会

２　会長あいさつ

　３　協議事項

(１）米子市循環バスについて

（２）郊外型巡回バス（弓浜地区）本格運行について

（３）郊外型巡回バス（箕蚊屋地区）実証運行について

　４　その他

　５　閉　会

５　議事録概要
〈会長〉

　日程３協議事項（１）について、事務局から説明をお願いします。

〈事務局〉

　～米子市循環バス停留所名の変更について説明～

【意見・質問】
〈委員〉

名称変更にあたって”内堀通り”を削除した意図は何か
〈事務局〉

よりシンプルな名称にするため

〈委員〉

「内堀通り」はなくてもよい、ということか

〈事務局〉

マルイ久米店とも相談をさせていただき、こういった形でまとまった。

〈会長〉

いつから変更か？

〈事務局〉

昨年時点で名称は変わっており、事業者にも改訂時刻表作成の依頼はかけているため、順次変えていく予定。

〈会長〉

来年度までかかることはあるか？

〈事務局〉

おおまかなデータは完成しているため、来年度まではかからない見込み

〈委員〉

停留所名に店舗名を入れてしまうと今回のような変更が必要になってくる。地名を入れる案は検討されたのか

〈事務局〉

おっしゃるとおりだが、医療機関や店舗を目的地として利用される方が多いため、バス停名にも目的地を入れることによってより利便性の向上を図っている。

〈会長〉

ネーミングライツのスポンサーになってもらう、などは検討されているか

〈事務局〉

現状はない。いい考えだとは思うが事例はあるか

〈会長〉

ある。しかし米子市に関しては既に無償でバス停名をつけている箇所もあるため、途中で導入すると差がついてしまう問題はある。

⇒協議事項(１）について承認

〈会長〉

日程３協議事項（２）について、事務局から説明をお願いします。

〈事務局〉

～郊外型巡回バス（弓浜地区）本格運行について説明～

【意見・質問】
〈委員〉

利用者のデータは。

〈事務局〉

月に大体300～400人ぐらい。推移は横這い。実施したアンケートから両周りを希望する声が多く上がっていたため、この度の両周りの導入に至った。

〈委員〉

現在のハイエースで乗り切らないほど積み残しが発生しているのか？路線はパターンダイヤか？

〈事務局〉

積み残しは発生していない。路線は定時定路線で60分に1本となる。

〈委員〉

利用者数に関してもそうだが、市の大事なお金を使って1台2000万、2台で4000万する車両の購入するにあたってその根拠が資料にないのはおかしいのではないか。

〈事務局〉

資料の方に不備があり、大変申し訳なく思う。

乗車数のデータ便当たりの人数については後日委員に共有させていただく。

〈会長〉

2台になると１便あたりの乗車数も減ると思われるがどうか。

〈事務局〉

たしかに、2便になると単純に2で割るということも考えられなくはないが、アンケートを取っていく中で両周りの運行を望む声があった。

また、ハイエースに乗るのに抵抗があるという方もいる。そこでポンチョを導入することで乗りやすく・短い時間で目的地に行ける可能性もあり、乗っていただける母数としては増えるのではないかと考えている。

どういった変化があるのかを見ていきながら、皆様にも検証結果をお伝えしていく。

〈委員〉

バスはタクシーとは違い、運行することで地域住民の安全性が脅かされる可能性もある。

そういった交通安全上の対策はしているか。

〈事務局〉

事業者と共に安全確認のため現地の試走を実施している。

例に挙げると、道路の曲がり角がちゃんと曲がれるか、狭隘な場所が通行可能かなど、市の職員とその事業者とで相互に確認をとっている。

〈委員〉

路線バスの運行をしている事業者ではない？

〈事務局〉

現在運行している事業者は、コミュニティバスの運行実績のある事業者となっている。

〈委員〉

どのみちポンチョサイズのバスの運行実績は乏しいのではないか。

サイズが大きくなることによって事故のリスクは上がるし、自分は過去にそういった事例も経験している。サイズが大きくなるのであれば、それに伴う周知は徹底して頂きたい。バスに乗らない人にも周知をしないと普段生活道路として利用している人にも危険が生じる。

〈事務局〉

承知した。

〈委員〉

警察への協議はしたのか

〈事務局〉

事業者までで、警察との協議は実施出来ていないが、再度ルートの確認を行い、疑問に思う箇所があれば相談させていただく。

〈委員〉

警察としては、過去の事故箇所のデータなどを提供して、より安全に運行できるよう動いていくつもり。

〈委員〉

地域住民としては、どのように住民に伝えていくのか不安を覚える。どのような周知を行う予定か

〈事務局〉

周知方法について、市報やHP、時刻表の配布での周知はもちろんのこと、自治会長会に伺う予定。地域ごとに最適な周知方法も異なると思われるため、また改めて相談させていただければと思う。

〈委員〉

地域住民のほとんどは市報は見ない。見ていないという方がいないように周知の徹底をお願いしたい。

〈委員〉

バスの両周りについて、右回りと左回りでスタートは同時なのか、それとも時間をおいての運行開始を想定しているのか。

〈事務局〉

ほぼ同時の運行開始となる。

現在時刻表の作成段階だが、路線との時刻調整などの事情により拠点から少しずらした開始時刻となる。全く同じではないが、ほぼ同時の出発の見込み

〈委員〉

すれ違いは発生する？

〈事務局〉

発生する。

〈委員〉

バスの車両が大きいため、見通しの悪い場所や狭い場所でのすれ違いは考えて頂ければと思う。

〈会長〉

ダイヤは確定しているか？

〈事務局〉

確定ではないが、ほぼ固まりつつある。

〈会長〉

すれ違いにあたってルートの安全性は問題ないか？

〈事務局〉

道幅に関しては、確かに狭隘な箇所も存在するが、ルート的に病院の前ですれ違うのが想定され、その周辺では最低でも片側1車線以上の道路を通る見込み。

〈委員〉

内浜線に関しても、すれ違いに関しては苦労しており、どちらか遅れてきた場合、一方が待つということもある。連絡体制は整えているが、決めたところですれ違いが発生してしまう事もある。また、通学路にあたる箇所は登校はまだしも下校とは時間帯が重なる児童もいる。路線バスとのすれ違いも予め協議は必要。

また、両周り・一律運賃にすることで路線と被る箇所はお客様が流れる可能性もある。人数が減れば路線の廃止・削減にはなっていく。お互いが共存するにはそれぞれつながりを作っていく必要がある。それにはこちらも協力していく考え。

〈事務局〉

事業者と試走した際も安全面については重要視している。ポンチョ同士のすれ違いに関しては、これまでの実証運行とは違った問題も出てくると思うが、そういった視点もふまえて検証を重ねていきたい。

委員の皆様にも引き続き意見を募っていきたい。

〈委員〉

キャッシュレス化・位置データ収集について検討はしているか。

〈事務局〉

キャッシュレスについては導入検討している。コスト面もふまえて引き続き検討していく。位置データに関しては現在バスキタを運用しているが、便利だという声も頂くので、それ以外の運用に関しても検討していく。

〈委員〉

補足。よねぎーバスに関しては、制度上の縦軸は道路運送法79条の「交通空白」の解消。

一方で路線上に市のバスと民間事業者のバスが被っている。利便性という意味では住民の方にとってはいいことだが、どちらか一方に客が流れるという側面もあるため、運行する事業者だけでなく既存で運行している事業者ともしっかり協議したうえで申請していただければと思う。

〈委員〉

79条に関しては、継続的に認められるものではないのではないか？4条の申請は要るか？

〈委員〉

この場をもって選定事業者様と合意を形成する事ができれば79条でも協議が整っていれば可能。

〈会長〉

承知した。他に意見等はあるか。

〈委員〉

話を聞いていて、そもそもの話、コミュニティバスは必要なのか、と感じた。
交通空白を埋める目的で運行するのであれば、日ノ丸自動車のバスと路線が被ること自体ズレているのではないか。
路線と被り、両周りを行い、その分既存の事業者の客数を奪うというのはどうなのか。

〈事務局〉

79条の考え方に関しては承知している。
市としても、どこまでやってよいか悩ましいところだが、地域の声として利便性の向上を求める声が多く上がっているのも事実。どこまで許容できるのかも含めて委員の方々と協議を深めていけたらと考えている。
〈事務局〉
ルート選定に関して、よねぎーバスに関していえば、何度かルートを変えている。
経緯としては、地域住民の方から要望があったり、家から離れた位置だとそもそもバス停を利用することができないなどといった意見が挙げられる。
当市としても、コミュニティバスを運行することにより路線バスのその客数を奪ってしまうようなことは望ましくはないと考えており、それも踏まえてあるルートは路線、一方のルートはコミュニティバス、などの棲み分けを行ったり、ある地点までコミュニティバスで移動したのちそこから先は路線を利用してみるなど、相互に利用者が増えるような形を理想として考えている。
〈委員〉
面的な交通空白とは別で、時間帯の交通空白も存在する。
ある一方のバスではでは特定の時間帯は運行しているが、それ以外の時間帯は別のバスでしか運行していない、という状況もありうる。面的な部分だけでなく、時間的な交通空白も考慮する、という考え方もある。
そういった交通空白の定義自体は明確なものはないため、住民の方の要望やそれを踏まえての判断となってくる。
〈委員〉
自分は目が悪いのでバスを利用させてもらっているが、会議内の話を伺っているとそれぞれの考え方があると感じた。安全性や利便性も各部の性格にも影響してくる。
この場で決まらなかったとしても、もう一度集まって話し合いをすべきと感じた。
対象としては、車に乗れない高齢者・妊婦・介助の必要な人、いろいろいると思うが、より理想的な形になるよう話し合いができればと思う。
〈委員〉
自分も車には乗れない。ひたすら歩いている。なので、近所の高齢者の方とバス停まで歩いてみたりもする。
よねぎーバスに関して、これができるまで協議は重ねてきたと承知している。高齢者としては、病院のアクセスとして手段が増えるのはありがたい。
バス事業者の気持ちもわかるが、後になっていろいろ言うのはどうなのか。
〈委員〉
決して本事業に対して反対しているわけではない。
一番いい形にしていくにはきちんと棲み分け・つながる形になるのが望ましい。
協議を重ねていくうえで今後よりよい状態にしていくことを望んでいる。
〈会長〉
車両を大きくしたり両周りにしたりするなど、現在議論するうえで共通するデータやアンケートがない。事業者側も協力する姿勢ではあるので、実際の運行によって発生する利用者の動きについてなど、今後の状況に沿って議論を進めていく。
〈委員〉
話を聞いていて、議論が煮詰まっていないと感じた。
実証運行しているものに対し、それらを「決まったもの」として扱うのではなく、実証していて発生する様々な問題を煮詰めていく必要がある。
河崎団地・富益団地に関しては、当社のバスでも乗降する人は多い。そこで発生する懸念点についてはその都度議論が必要であると感じる。
〈委員〉
よねぎーバスの周辺を運行している事業者様の今までの経験からの気づきは貴重に思う。また、高齢者・障がい者の意見についても関係機関との調整が必要と感じた。当市としても、ここで挙げられた意見を持ち帰り、話をしていきたいと思う。
〈会長〉
クリアすべき問題、議論すべき問題が多くあるように感じるが、スケジュールも含めどう考えているか。
〈事務局〉
ご指摘いただいた通り、これで煮詰まったとは考えておらず、引き続き議論は必要と考えている。
しかし、せっかくこの度バスが導入できる体制が整ったことも踏まえ、このルートで慣性形とは考えておらず、安全面、周辺バス事業者との兼ね合いなどを精査させていただき、ひとまずは本案に沿って進めて頂ければと思う。
今後出てくるであろう意見も踏まえて、課題を抽出しながらよりより路線について議論を深めていければと思う。
〈会長〉
車両はもう確定か
〈事務局〉
３月末には納品予定。
〈会長〉
今後、事業者・警察とも協議を重ねていきながら、どう対応したかを周知していただき、状況を報告するという付帯事項をつけて本議案を承認いただくという形でどうか。
⇒協議事項(２）について承認

〈会長〉

　日程３協議事項（３）について、事務局から説明をお願いします。

〈事務局〉

～郊外型巡回バス（箕蚊屋地区）の時刻表・バス停位置の変更について説明～

【意見・質問】
〈委員〉
乗り継ぎをする場合にそれとわかるような表示をしてほしい。
地域住民のことを考えると、すべてのコミュニティバスに必要なことなのではないか。

〈事務局〉
ご指摘のとおり、乗り継ぎに関しては『壽城』のバス停を共通化することによってそれらの利便性をさらに向上させることができるとは考えている。
情報の周知については、みのりんバス運行開始時に時刻表を該当地域に全戸配布させていただいたのと同様に、今回も市報と一緒に時刻表を全戸配布していく予定。
また、配布して終わりということにはせず、どの部分が変更点にあたるのかを示した紙を合わせて同封する予定。
〈会長〉
周知の方法については、実際に変更になったバス停を案内する試乗会や民生委員の助力を仰ぐなど、フェイストゥフェイスで伝えられるものもあれば望ましい。
〈委員〉
みのりんバス運行開始時によく受けたお問い合わせとして、共用としているバス停の時刻表が場所によってまちまちであったり、時刻表自体の文字サイズが小さいため、時間が見えにくい、といった声が届いている。
せっかく運行したコミュニティバスなのだから、そういった工夫も必要と感じる。
〈委員〉
県地区に限って言えば、一番複雑なルートになっていることもあり、再度印刷して見やすくしたものを活用している。
〈委員〉
両周りで運行しているとのことだが、１日の平均利用者数や便ごとの利用者数は出せるか。
というのも、午前午後の便数がそれぞれ４本しかないという意識を持ってほしい。
便ごとに利用者数にムラがあるのであれば、思い切って両周りをやめて一方を８便にするなど対応できる。鳥取では20分1本という便もあり、高齢者は時間があり歩くのが苦しいため大回りする人はいる。その際に便数が多ければ利用者としても動きやすくはなる。
〈委員〉
現在のみのりんバスはハイエースタイプであり車椅子の乗車ができる福祉車両なので収容人数に制限はある。しかしながら、夕方の利用者を見てみてもほとんど乗っていないことが多い。
〈会長〉
スーパーマーケットの利用が多いと書いてあるが、病院への利用はどうか

〈事務局〉
病院の利用についても同様に非常に多いと認識している。
〈会長〉
医療センターへ向けて乗る人はいる？
〈事務局〉
実際第１便は医療センターへ向けて時刻設定した部分もあり、利用者も多いと認識している。
⇒協議事項(３）について承認
〈会長〉
その他意見はあるか。
〈委員〉
自動運転バスについて、試乗させてもらったが、状況はどうか
〈事務局〉
12月22日に開始いたしまして、2月27日まで実施をする予定。運行のルートについては米子駅と鳥取大学医学部附属病院を往復するようなルートになっている。
現在2台体制。午前中は2台体制で15分に1本便が出るような形、午後は1台体制にしまして30分に1便バスが出るような形で運行をしている。
大元はBOLDLY株式会社、実際の運行は日ノ丸自動車に委託している。利用状況については１日30～60人の利用。
システムの調整等で運休になることもあるが、課題を克服しつつよりよいものにしていきたいと思う。
実証運行に関しては2月末で一旦終了するが、来年度も引き続き継続をしたいと考えている。
今後はルートの拡大も見据えつつ、レベル４での運転士なしの運行も目指していく。
〈会長〉
どんぐり観光コースについてはどうか
〈事務局〉
去年の11月23日と30日の日曜日、2日間限定で運行した。
目的としては、観光客のニーズ等を把握しつつそのエリアに住んでおられる方、さらに地域内の商業施設・飲食店などの利用促進を目的として開催した。
実績としてはそれぞれ23日が19人、30日が6人。
広報の時期をしっかりとれなかったという反省もあるが、アンケートの結果として利用者にも事業者にも好評であったため、手ごたえは感じている。
来年度は２シーズンに分けての開催を予定。
〈会長〉
ICOCAの路線バス導入のキャンペーンについてはどうか
〈事務局〉
3月21日(土)に全線で当日始発便からICOCA利用可能となる。
対象は県内すべての路線バス・空港連絡バス（米子空港～米子駅）
広報はポスター掲示、チラシ配架（バスターミナル、バス車内）、広報よなご（３月号）、新聞折込（２～３月）、ホームページやSNS等での周知を予定。
キャンペーンとしては、500円デポジット入りICOCA限定販売、WESTER（ウェスタ―）ポイント20％付与によるキャッシュバックを見込んでいる。
〈委員〉
その他に、ICOCAになじみのない方々にも乗り方教室などイベントに合わせて実施予定であり、県としても力を入れていく。
〈委員〉
乗られる方の目線に立ったときや、体力的な面・雪などの気候的な影響を鑑みたとき、ハイエースなどの小回りの利くバスでの運行の方が適している場合もある。高齢者の方は歩く距離が少ないほうがいいときもあるため、乗車人数や停留所の状況にもよるが、バスのサイズも大きければいいというわけではないということは留意すべき。
〈委員〉
自分自身含めバスを利用しない人もいるので、完全に当事者の立場に立つことはないかもしれないが、そういった方に向けて行政側で資金を投入して事業を継続するのが公共交通機関であると思うので、共存していい形で継続できればと考えている。
〈委員〉
自分自身どうしても普段は車での通勤になってしまうが、以前、自分の元上司から、市民が月1回でも乗ってもらえればバス事業者にとってはプラスになる。といった旨のことを伝えられたことがあるため、これから一市民として公共交通に関わっていけたらと考えている。
〈会長〉
進行を事務局へお返しする。
〈事務局〉
加藤会長ありがとうございました。

それでは本日予定しておりました内容が全て終了いたしましたので、以上をもちまして、令和7年度第4回米子市地域公共交通会議を閉会させていただきます。

本日はありがとうございました。
